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「 社会保障審議会 障害者部会 報告（案） 」について 
 

１．相談支援事業について 

部会報告書案（ｐ７）の 

まず、人材の確保については、現在の相談支援従事者研修を更に充実させるなどにより、計

画的に人材を養成していくことが必要である 

について、 

地域生活に係る相談支援の知識と経験を有する相談支援事業所がきわめて少数であること

から、 

○民間非営利団体での地域生活の支援に関する相談支援業務を、相談支援専門員の実務

経験に算入する 

○地域生活に向けた多様なアプローチのなかから本人の希望に適った支援を受けられ

るように、複数の事業所から利用者が選択できる等、多元的な相談支援体制の仕組み

を構築する 

などの措置によって、地域生活も念頭に置いて、相談支援を質と量の両面で拡充するべき 

旨を記載するべき。 

 

２．国庫負担基準の廃止について 

部会報告書案（ｐ３９）の 

各自治体における一人当たりの支給水準のばらつきを解消するためには、国庫負担基準の継

続が必要と考えられる 

に関連して、 

中長期的な課題として、財源確保とともに国庫負担基準を廃止することも視野に入れて検討

すべき 

旨を記載できないか？ 

 

３．基準超過の市町村への財政支援について 

部会報告書案（ｐ４０）の 

さらに、小規模な市町村において、国庫負担基準の合算額を超えて支給した場合の財政的な

支援について検討すべきとの意見があった 

に関連して、 

財政的な支援を行うべき 

とするべき。 



身体障害者への
ケアホームの対象拡大

本人の意に反して
ケアホームの利用を

勧められることがないように徹底

支給決定

支給決定に先立って
サービス利用計画を作成

支給決定

拠点的な相談支援事業所と
委託を受けた相談支援事業所

相談支援専門員

○ 行政職員が「社会福祉主事任用資格＋直接支援業務で5年」

○ 障害者支援施設や老人福祉施設の職員として10年

× ヘルパー事業所のヘルパーとして10年介護保険スタートからまだ８年
支援費スタートからまだ５年

実務経験

地域生活の支援の
経験に乏しい

？

地域生活の支援に関する
民間非営利団体の相談支援など
実務経験に関する門戸を広げ、
質と量の両面で拡充多元的な相談支援体制の

仕組みを構築するべき
cf.セカンドオピニオン

１．相談支援事業について

財政支出が念頭に



２．国庫負担基準の廃止について

国庫負担基準が個々の利用者の
「支給量の上限」に転化

制度の理念としては
「支給量の上限」ではない

限られた国費を自治体間で
公平に分配するため

自治体間格差の底上げのため

部会報告書において、
「中長期的な課題として、財源確保とともに国庫負担

基準を廃止することも視野に入れて検討すべき」
旨を明記できないか？

しかし、
「基準に向かって底上げ」

というよりも
「基準に向かって収斂」？

収斂？３．基準超過の自治体への財政支援

報告書案において、
「さらに、小規模な市町村において、国庫負担基準の

合算額を超えて支給した場合の財政的な支援について
検討すべきとの意見があった」

「財政支援を行うべき」とすることはできないか？


